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研究成果の概要（和文）：会計制度（会計基準）は、本来、各国の企業文化や会計風土に根ざし

ており、基本的に、ローカル性（地域性）を有している。本研究では、日本と中国の会計制度

に焦点をあて、比較文化論の手法を援用することによって、日本と中国の会計制度（会計基準）

の相違が、両国の企業文化、会計風土、および国家戦略の相違に根ざしていることを、理論研

究（文献研究）、制度研究および実態調査（インタビュー調査）によって明らかにした。 

 

研究成果の概要（英文）：The accounting institution takes hold on the corporate culture and 

the accounting climate of each country. Therefore, the accounting institution of each 

country has local nature (regionality) fundamentally. This research has focused on the 

accounting institution of Japan and China. In this research, we made clear that the 

difference of the accounting institution of both countries took hold on the corporate culture, 

the accounting climate, and the national strategy of both countries by using the technique 

of comparative culture theory. 
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１．研究開始当初の背景 

 本研究の学術的背景をなしているのは、国

際会計基準(IFRS)の導入問題である。国際会

計基準審議会（IASB）は、財務諸表の比較可

能性の観点から、高品質な会計基準とされる

IFRS の強制適用を各国に要請している。この

要請に対して、世界の 100を超える国や地域

は IFRS の導入に積極的な姿勢を見せている

のに対し、日本と米国は消極的な姿勢を崩し

ていない。 

本来、各国の会計制度（会計基準）は各国

の企業文化や会計風土に深く関わっている。

とりわけ、中小企業の会計制度（会計基準）

は、この傾向が顕著である。しかし、IASB

は 2009 年 7 月に IFRS for SMEs（中小企業版

IFRS）を公表し、中小企業の会計基準まで統

一化する動きを見せている。 

本研究の問題意識は、①各国はなぜ IFRS

を導入するのか、また、日本や米国はなぜ

IFRS の導入に慎重なのか、さらに、②IFRS

は各国の中小企業会計にどのような影響を

与えるのか、といった点にある。つまり、国

際文化である IFRS が、地域文化である各国

の会計制度とどのように融合していくのか

を解明するのが喫緊の課題とされる。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、日本と中国の文化的制度

（企業文化）をとりあげ、それらに関する有

効かつ合理的な比較研究に基づき、両国の文

化的背景に根ざした斬新かつ独創的な会計

制度モデルの構築を目指すものである。本研

究の具体的課題は、次の 3つである。 

(1) 「比較文化論」の研究成果を援用し、会

計制度の変革に関する理論モデルを構築す

るとともに、日本と中国の会計制度について

比較・分析を試みること（【理論研究・制度

研究】） 

(2) 日本と中国の大企業と中小企業を対象

として、会計制度（会計基準）の変革に関す

る実態調査を実施し、会計基準の国際的統合

化に関する現状と問題点を闡明にすること

（【実態分析】） 

(3) 上記(1)と(2)の個別的課題の検討・分析

を通じて、「会計制度論」と「比較文化論」

の理論的「融合」の普遍的モデルを開発する

こと（【モデル開発】） 

 

３．研究の方法 

 上記 2 で示した研究目的を達成するため、

本研究では、次のような方法によって、研究

を実施した。 

(1) 日本および中国の会計制度（会計基準）

と文化的背景（企業文化）の特質を浮き彫り

にすることが、会計制度の変革に対する「比

較文化論」的アプローチに関する研究の出発

点である。 

(2) そこで、日本および中国を対象として、

本研究の基盤となる「会計制度」と「文化的

制度」（企業文化）の実態に関する文献研究

およびインタビュー調査を実施することに

より、本研究課題の基盤整備を図った。 

(3) 具体的には、研究代表者と研究分担者は、

それぞれの分担領域について、広く内外の最

新の関連文献（会計制度論と比較文化論に関

する書籍・学術雑誌、諸外国の会計士協会・

基準設定機関等から発行されている雑誌・モ

ノグラフ・その他の不定期刊行物を含む）を

渉猟し、緻密な文献研究を行うとともに、頻

繁に研究会を開催することにより、それぞれ

の研究の成果と知識の共有化を図った。 

(4) また、本研究課題では、海外の研究者や

専門家との討議・インタビュー調査等を通

じて、本研究の理論的フレームワークの構

築に、多様な視点を提供することが期待で

きる。そのため、本研究では、海外の研究



協力者との連携体制を確立するため、研究

代表者と研究分担者を、中国および米国

(FASB)に派遣し、海外の研究者との討

議・インタビュー調査等を実施し、理論モ

デルの精緻化を図った。 

 

４．研究成果 

本研究の成果は、次のように要約できる。 

(1) 理論研究・モデル研究の成果 

① 本来、会計制度（会計基準）は、各国の   

固有の文化に根ざしており、「地域性」(ロ

ーカル性）を有している。つまり、国際文化

としての IFRS（国際会計モデル）は，国際市

場という「場」で活動する企業にとって通用

する文化であり、その意味では、「ローカル

な文化」の 1つに過ぎない。 

② そのため、国際文化としての IFRS（国際

会計モデル）は、地域文化としての各国の会

計基準（例えば、日本型会計モデル）とは調

和できない性質を有している。 

③ 例えば，国際会計モデルと日本型会計モ

デルは、理論的に、次の点で相違する。 

(ｱ) 国際会計モデルは、(a)企業集団に係る

「連結財務諸表」を主要財務諸表とし、(b)

フロー面では「税効果会計」、(c)ストック面

では「時価会計」がそれを支える仕組みとし

て特徴づけられる。これらは、従来の日本型

会計モデルにはなかったか、あったとしても

副次的な地位にあった仕組みである。 

(ｲ) これに対し、日本型会計モデルは、「確

定決算主義」が特質の 1つをなしている。こ

れは、国際会計モデルにはない仕組みであ

る。しかし、「確定決算主義」は、中小企業

が会計行為に多くのコストを負担すること

ができないことから、中小企業にとって「コ

スト・効果的」なアプローチであるといえる。 

④ このように、国際文化としての IFRS は、

地域文化としての日本基準（また、中国基準）

とは異なっており、その相違は企業文化（企

業観や情報利用者の情報要求）の相違に根ざ

している。 

(2) 制度研究の成果 

① 国内資本市場での資金調達と国内で事

業展開を図る中小企業の観点から眺めた場

合、中小企業に IFRS を適用する会計制度モ

デルは、多くの問題点を有している。 

② 第 1 は IFRS の高度な内容（認識・測定

原則）と「原則主義」の問題である。中小企

業では、経営者や従業員の会計的知識はかな

り限られている。そのため、IFRS の高度な認

識・測定原則についての理解や「原則主義」

の適用に必要な会計的判断には、かなりの負

担と困難が予想される。 

② 第 2はコンプライアンス・コストの問題

である。中小企業の経営者は、会計的知識を

有する従業員を雇用できないし、また、その

必要性もないと考えている。そのため、IFRS

の適用によって、高度な会計的知識を有する

従業員の雇用や教育・訓練が必要となれば、

中小企業に対して、相当のコストと労力を強

いることになる。 

③ 第 3は税務（確定決算主義）の問題であ

る。IFRS 導入を契機として、会計と税務を明

確に区別し、確定決算主義の廃止を提唱する

論調が散見される。しかし、確定決算主義は、

コスト・ベネフィットの観点から、中小企業

の会計制度モデルを特徴づけるものである。

その廃止は、中小企業への膨大なコスト負担

を強いることになり、実務的には、相当の混

乱をもたらすことが予想される。 

(3) 実態分析の成果（中国の実態分析） 

① 中国の会計制度は、「会計法」を上位の

法律とし、「企業会計制度」と「企業会計準

則」の 2つの体系の規定で構成されている。

このような会計制度の体系で、小企業に対し

ては、「企業会計制度体系」群から「小企業



会計制度」（2005年）、また、「企業会計準

則体系」群から「小企業会計準則」（2013年

施行予定）が制定されている。 

② 「小企業会計準則」の本文は 9 章 77 条

で、2 つの付録から構成されている。「小企

業会計準則」は、「IFRS for SMEs」（中小企

業版 IFRS）に準拠しているとされるが、その

分量は「中小企業版 IFRS」より少なく、また、

財務諸表の構成要素と定義についても、両者

には相違がみられる。 

③ このように、中国は公開企業について

は、IFRS をアドプション（適用）に近い形で

コンバージェンス（調整）しているものの、

小企業会計については、中国独自の会計基準

を展開している。 

④ このような会計戦略は、中国の国家戦略

によるものであり、公開企業に IFRS を導入

することにより中国の先進性をアピールす

る一方、小企業には、独自の会計基準を適用

することにより、その実態に見合った対応を

図っている。 

 (4) 本研究の結論 

会計制度（会計基準）は、各国の固有の文

化（企業文化や会計文化）に根ざしているこ

とが、日本と中国の比較分析により明らかと

なった。会計制度（会計基準）の統一化はそ

れを必要とする「場」においては有効である

が、「場」が異なれば、各国の会計制度（会

計基準）も異なる必要がある。とりわけ、中

小企業の会計分野では、そのような対応が合

理的であり、中小企業の会計制度（会計基準）

は IFRS の影響を遮断する形で展開を図るべ

きである。 
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